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(57)【要約】
　圧電振動子（１）から背面に放射された超音波をバッ
キング層（４）で効果的に減衰させると共に、圧電振動
子（１）側に戻る反射波を低減させて、感度のよい超音
波探触子を実現し、さらにバッキング層４の厚さを従来
よりも大幅に低減させる。
　超音波を発する圧電振動子（１）と、圧電振動子（１
）の背面に接合され、圧電振動子（１）の前面方向とは
逆の位相で圧電振動子（１）の背面方向に放射された超
音波を減衰するバッキング層（４）とを備え、バッキン
グ層（４）は、音波の重ね合わせの原理に基づく長さの
異なる複数の音響管（５）を、その長手方向が、圧電振
動子（１）から発せられる超音波の前面方向および背面
方向への進行方向と一致する向きに配置し、音響管（５
）は、圧電振動子（１）がバッキング層（４）側に放射
された超音波を、全体的にまたは部分的に減衰する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を発する振動素子と、
　前記振動素子の背面に接合され、前記振動素子の前面方向とは逆の位相で前記振動素子
の背面方向に放射された超音波を減衰するバッキング部材とを備え、
　前記バッキング部材には、音波の重ね合わせの原理に基づく長さの異なる複数の音響管
が、各前記音響管の長手方向が、前記振動素子から発せられる超音波の前面方向および背
面方向への進行方向と一致する向きに配置され、
　前記音響管は、前記振動素子が前記バッキング部材側に放射した超音波を、全体的にま
たは部分的に減衰する
　超音波探触子。
【請求項２】
　前記バッキング部材は、前記音響管に代えて、前記音響管に準ずる反射構造体を備える
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項３】
　前記音響管は、前記バッキング部材と他層との接合面上の直線方向に、整数ｎの順に並
ぶよう配列され、
　音速をｃ、素数をＮ、０～（N－１）まで変化する整数をｎ、任意の設計周波数をωｒ
として、各音響管の長さLnが、
【数１】

を満たすように配置されている
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項４】
　前記音響管は、前記バッキング部材と他層との接合面上の直線方向に、整数ｎの順に並
ぶよう配列され、
　音速をｃ、素数をＮ、０～（Ｎ－１）まで変化する整数をｎ、Ｎの原始根をｒ、任意の
設計周波数をωｒとして、各音響管の長さLnが、
【数２】

　を満たすように配置されている
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項５】
　前記バッキング部材は、
　複数のマイクロカプセルと、硬化性の高分子樹脂とから構成され、
　前記音響管に準ずる反射構造体は、前記高分子樹脂中に分布した前記複数のマイクロカ
プセルで構成される
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項６】
　前記マイクロカプセルは、所定の長さを有する単繊維のファイバを基材とし、ゾルーゲ
ル反応によって外骨格を付与した球形もしくは、円筒形の素材である
　請求項５に記載の超音波探触子。
【請求項７】
　前記マイクロカプセルは、円筒形の素材であり、
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　前記音響管に準ずる反射構造体は、前記マイクロカプセルが円筒形の長手方向を一方向
に揃えて配置されている
　請求項５または請求項６に記載の超音波探触子。
【請求項８】
　請求項１に記載の超音波探触子を備える超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波探触子に用いるバッキング部材の生成方法であって、
　複数のマイクロカプセルと硬化性の高分子樹脂との混和物を、前記マイクロカプセルの
添加率を変えて複数生成し、
　添加率の異なる複数の前記混和物からなる樹脂層を積層した後、所定の形に硬化成型す
ることにより前記バッキング部材を生成する
　生成方法。
【請求項１０】
　前記マイクロカプセルを、所定の長さを有する単繊維のファイバを基材とし、ゾル－ゲ
ル反応により外骨格を付与した球形、もしくは、円筒形の素材として生成する
　請求項９に記載の生成方法。
【請求項１１】
　超音波探触子に用いるバッキング部材の生成方法であって、
　複数のマイクロカプセルと硬化性の高分子樹脂との混和物を生成し、
　前記混和物を押し出し成型することにより、カプセルの長手方向を一方向に揃えて硬化
させることにより前記バッキング部材を生成する
　生成方法。
【請求項１２】
　前記マイクロカプセルを、所定の長さを有する単繊維のファイバを基材とし、ゾル－ゲ
ル反応により外骨格を付与した円筒形の素材として生成する
　請求項１１に記載の生成方法。
【請求項１３】
　前記マイクロカプセルは、長手方向の長さが２種類以上ある
　請求項１２に記載の生成方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断に用いられる超音波探触子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、超音波探触子および超音波診断装置の外観の一例を示す図である。図１（ａ）
に示すように、超音波探触子は、超音波診断装置にケーブルで接続されており、図中の矢
印方向に超音波を送信し、生体で反射された矢印と逆方向の反射波を受信する。図１（ｂ
）に示すように、超音波診断装置は、超音波探触子で受信された反射波を画像解析し、解
析によって得られた生体内部の画像をモニタに表示する。
【０００３】
　このような超音波探触子において、圧電振動子から超音波を送信する際、振動子の前面
のみならず、背面にも超音波が放射される。
【０００４】
　ここで、従来の超音波探触子の一例について、図を用いて説明する。図２は、従来の超
音波探触子の構成を示す縦断面図である。図２の上方から、音響レンズ３、整合層２、圧
電振動子１、バッキング層４と積層された構造がとられている。
【０００５】
　一般的な超音波装置では、圧電振動子１から発信された超音波が整合層２、音響レンズ
３を通り、生体に放射される。この結果、生体内で反射した超音波が往路と逆のルートを



(4) JP WO2010/143387 A1 2010.12.16

10

20

30

40

50

辿り、再び圧電振動子１にて受信され、その受信強度や応答時間に即した信号が濃淡にな
って映像化される。
【０００６】
　一方、冒頭で述べたように、圧電振動子１からは、前面と逆の位相の超音波が同時に背
面へ放射される。圧電振動子１の背面に放射された超音波は、バッキング層４で減衰され
る。ところが、バッキング層４が背面に放射された超音波を減衰するに十分な損失を持た
ない素材で構成されている場合には、逆位相の超音波が、バッキング層４内で反射し、圧
電振動子１側へ戻ることがある。
【０００７】
　このような反射波の影響で、受信した超音波信号にノイズが重畳し、超音波診断装置の
超音波解像度が劣化してしまう現象が起きる。
【０００８】
　一般には、背面に出力された超音波が、十分な減衰を得られるだけの内部損失と距離を
有した素材をバッキング層４に配置することで、超音波診断装置の超音波解像度を保って
いる。ただし、この従来手法では、バッキング層そのものが厚くなってしまうという欠点
があった。
【０００９】
　また、特許文献１では、バッキング層４の厚みを小さくするために、バッキング層４の
背面に放熱ブロックを配置することで、圧電振動子１の背面に出力された超音波を減衰さ
せている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第２００６／０６２１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の構成では、バッキング層４の厚みがどうしても大きくなるという
課題が生じる。また、バッキング層４の厚みを小さくするために、バッキング層４の背面
に放熱ブロックを設けたとしても、バッキング層４に加え、放熱ブロックが必要となるた
め、超音波を減衰させるための構成全体の厚みを小さくすることは困難である。更に、放
熱ブロックを用いる場合には、バッキング層とは別の部材が必要となるため、超音波探触
子を製造する際のコストが増加するという課題が生じる。
【００１２】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、圧電振動子から背面に放射された超音波
をバッキング層で効果的に減衰させると共に、背面から振動子側に戻る反射波を低減させ
て、感度のよい超音波探触子を実現することに加え、バッキング層の厚さを従来よりも大
幅に低減させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記従来の課題を解決するために、本発明にかかる超音波探触子は、超音波を発する振
動素子と、前記振動素子の背面に接合され、前記振動素子の前面方向とは逆の位相で前記
振動素子の背面方向に放射された超音波を減衰するバッキング部材とを備え、前記バッキ
ング部材には、音波の重ね合わせの原理に基づく長さの異なる複数の音響管が、各前記音
響管の長手方向が、前記振動素子から発せられる超音波の前面方向および背面方向への進
行方向と一致する向きに配置され、前記音響管は、前記振動素子が前記バッキング部材側
に放射した超音波を、全体的にまたは部分的に減衰する。
【００１４】
　本発明にかかる超音波探触子によれば、圧電振動子の背面に設けられたバッキング層に
は、放射される超音波の波長に対して、十分に短い幅（少なくとも半波長以下）の音響管
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がひとつまたは複数設けられている。この音響管の長さは、入射波と反射波が干渉して打
ち消し合うように、放射される超音波の波長に応じて設定される。
【００１５】
　上記構成によって、圧電振動子の背面から出力され、バッキング層の終端で反射して戻
ってくる反射波を音響管で打ち消すことによって、ノイズを効果的に低減することができ
、発熱を抑制し、受信信号に影響を及ぼさず、かつ、バッキング層の薄型化した超音波探
触子を実現することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかる超音波探触子によれば、バッキング層の終端で反射して戻ってくる反射
波を打ち消すことによって、効果的に反射波を低減し、ノイズの無い良好な超音波画像を
得ることができる。
【００１７】
　また、構造的にバッキング層を薄くすることができるため、素材に伴うコストの低減と
、デバイスの薄型化が図られる。さらに、発熱を抑えることができるため、より強い出力
が可能となり、それに伴い見かけの感度が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１（ａ）（ｂ）は、超音波探触子および超音波診断装置の外観の一例を示す図
である。
【図２】図２は、従来の超音波探触子の断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１における単一の音響管を有するバッキング層を備
えた超音波探触子の断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態２における複数の音響管を有するバッキング層を備
えた超音波探触子の断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２における平方剰余系列に基づいて配列された音響
管を備えるバッキング層の一例を示す断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態２における原始根系列に基づいて配列された音響管
を備えるバッキング層の一例を示す断面図である。
【図７】図７は、バッキング層に音響管を備える場合と備えない場合とで雑音の振幅変化
を比較した図である。
【図８】図８（ａ）～（ｄ）は、一次元の音響管の立体的構造を示す斜視図および三面図
である。
【図９】図９（ａ）～（ｄ）は、二次元の音響管の立体的構造を示す斜視図および三面図
である。
【図１０】図１０（ａ）（ｂ）は、バッキング層に形成された音響管の開口部がある面の
他の層との接合方向を示す断面図である。
【図１１】図１１は、圧電振動子のダイシング方向とバッキング層に形成される一次元音
響管の形成方向との関係を示す図である。
【図１２】図１２（ａ）（ｂ）は、音響管としてマイクロカプセルを用いる場合のバッキ
ング層の形成方法を示す図である。
【図１３】図１３は、球状のマイクロバルーンを用いる場合のバッキング層の形成方法を
示す図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、スクリーン印刷を利用したバッキング層の形成手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、ナノインプリント技術などに用いられる精密型を用いた型押し
によりバッキング層を形成する場合の形成手順を示すフローチャートである。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、円筒型のマイクロカプセルを音響管として用いたバッキング層
を形成する場合の形成手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　図３は、本発明の実施の形態１における超音波探触子を示す断面図である。図３に示す
ように、本実施の形態１にかかる超音波探触子は、圧電振動子１、整合層２、音響レンズ
３、およびバッキング層４を備えている。
【００２１】
　本実施の形態にかかる超音波探触子は、図３のようにバッキング層４の内部に、音響管
５が配置されている。音響管５は、圧電振動子１から放射される超音波の波長に比べて十
分に小さい幅で、直接波と反射波で超音波の打ち消しが生じるような長さに成型されてい
る。
【００２２】
　例えば、バッキング層４をエポキシ樹脂で構成した場合、圧電振動子１からｆ＝５MHz
の超音波が放射されたとすれば、バッキング層４での波長λは式１で求めることができる
。
【００２３】
【数１】

【００２４】
　エポキシ樹脂内の音速ｃ＝５０００ｍ/ｓとすれば、超音波の波長はλ＝１０００μｍ
となる。これに対し、音響管５の長さLnが２５０μｍであれば、反射波の位相が１／４ず
れて、打消しが生じる。また、この場合、音響管５の幅ｗは、音波の直進性を維持するた
め、ｗ＜Lnにする必要がある。
【００２５】
　以上のような音響管５を用いたバッキング層４では、圧電振動子１から背面に放射され
る超音波を減衰させ、前面の超音波のみを受信できるため、超音波信号の感度が上がり、
良好な画像を得ることができる。
【００２６】
　（実施の形態２）
　図４は、本発明の実施の形態２におけるバッキング層４の断面図である。バッキング層
４の内部には、複数の音響管５が配置されている。
【００２７】
　図５は、実施の形態２における音響管５の配列の一例を示す断面図である。同図では、
音響管５が平方剰余系列に基づいて配列されたバッキング層の一例を示している。各音響
管の長さLnは、以下の式２に示す１次元の平方剰余系列によって定められている。
【００２８】
【数２】

【００２９】
　ここで、ｃは音速、Nは素数、ｎは０～（N－１）まで変化する整数、ωｒは任意の設計
周波数である。たとえば、エポキシ樹脂内での音速ｃ＝５０００ｍ／ｓ、N＝１１、ωｒ
＝５MHzに仮定すると、各音響管５の長さは、４５．５μｍを単位長さ"１"として、それ
ぞれ１、４、９、５、３、３、５、９、４、１、０という長さになる。
【００３０】
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　音響管５をこのような配列で配置したものは、隣り合う音響管５の入口付近で位相の不
連続が生じるため、広帯域の音波を吸音および拡散させることが知られており、バッキン
グ層４の内部での反射波を低減させることができる。複数の音響管５をこのように配置し
た場合の効果の一例を図７に示す。図７は、バッキング層に音響管を備える場合と備えな
い場合とで雑音の振幅変化を比較した図である。
【００３１】
　また、各音響管５の長さLnは、以下の式３に示す原始根系列でも、同様の効果を得るこ
とができる。
【００３２】
【数３】

【００３３】
　ここで、ｃは音速、Ｎは素数、ｎは０～（Ｎ－１）まで変化する整数、ｒはＮの原始根
、ωｒは任意の設計周波数である。図６は、Ｎ＝１１、ｒ＝２の場合の音響管５の配列の
一例を示す断面図である。同図では、音響管５が原始根系列に基づいて配列されたバッキ
ング層の一例を示している。なお、図５および図６に示した音響管５の配列は、一次元の
配列に限らず、二次元の配列であってもよい。図８は、一次元の音響管の立体的構造を示
す斜視図および三面図である。図８（ａ）は、図５に示した配列で一次元の音響管５が形
成されたバッキング層４を示す斜視図である。例えば、図８（ｂ）に示すように、バッキ
ング層４には、横方向に平行な溝が形成される。溝の深さは、縦方向に順に、１、４、９
、５、３、３、５、９、４、１、０の深さの順で形成される。図８（ｃ）に正面図で示す
ように、それぞれ単一の溝は深さが均一な溝である。これを溝の長手方向に対して垂直な
面で切断したとすると、図８（ｄ）のように、それぞれの溝の深さは平方剰余系列で配列
されている。
【００３４】
　図９は、二次元の音響管の立体的構造を示す斜視図および三面図である。図９（ａ）は
、二次元の音響管５が形成されたバッキング層４を示す斜視図である。例えば、図９（ｂ
）に示すように、バッキング層４には、縦横の二次元方向にまちまちの深さで溝が形成さ
れる。ｃ＝５０００ｍ／ｓ、N＝７、ωｒ＝５MHzの場合、溝の深さは、７１．５μｍを単
位長さとして、整数倍の深さで形成される。図９（ｃ）および図９（ｄ）で示すように、
断面垂直方向から見ても水平方向から見ても、溝の深さが所定のパターンで繰り返される
よう配列されている。
【００３５】
　図１０は、バッキング層に形成された音響管の開口部を有する面と圧電振動子１との接
合方向を示す断面図である。図１０（ａ）は、バッキング層４の音響管５の開口部がない
方の面が、圧電振動子１の層に接合される例を示している。また、図１０（ｂ）は、バッ
キング層４の音響管５の開口部がある方の面が、圧電振動子１の層に接合される例を示し
ている。音響管５により、バッキング層４の終端で反射して戻ってくる反射波を打ち消す
場合、音響管５の開口部を有する面は、圧電振動子１に対してどちら側にあってもよく、
図１０（ａ）のように形成されてもよいし、図１０（ｂ）のように形成されてもよい。
【００３６】
　図１１は、圧電振動子のダイシング方向とバッキング層に形成される一次元音響管の形
成方向との関係を示す図である。同図に示すように、バッキング層４に一次元の音響管５
を形成する場合、圧電振動子１のダイシング方向と、音響管５の溝の長手方向とが直交す
るように音響管５を形成することにより、１ｃｈ分の圧電振動子に、より多くの長さが異
なる音響管が作用することになるので、バッキング層４において反射波をより効果的に低
減することができる。
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【００３７】
　（実施の形態３）
　本実施の形態３にかかるバッキング層４を実現する為に、実施の形態１に基づき、基板
上に２５０μｍの起伏を精密印刷によって形成する。これにおいて、音響管の長手方向は
、印刷されるインクの厚み方向に相当する。図１４Ａは、スクリーン印刷を利用したバッ
キング層の形成手順を示すフローチャートである。具体的には、まず、２５０μｍの乾燥
厚みが得られるように調整されたスクリーン印刷用マスクを基板上に形成する（Ｓ１４０
１）。次に、所定のパターンを印刷するためのレジストを形成し（Ｓ１４０２）、金属を
用いた導電ペーストなどのインピーダンスの高い材料をペーストとして流し込み、印刷を
行う（Ｓ１４０３）。これにより、基板上に細孔を形成する。なお、ここでは、印刷され
るペーストの厚みは、２５０μｍ以下を保つようにすることが必要であり、前記条件によ
り音波の細孔への直進性が良好となり、高い効果が得られる。ただし、２５０μｍを超え
た時点で効果が急にゼロになるわけではないため、所望の効果が得られていれば、必ずし
も全てが２５０μｍ以下という精度を保っている必要はない。
【００３８】
　被印刷体である基板部分は音波の反射を容易にするため、印刷に用いた導電ペーストと
同等かそれに近い音響インピーダンスを有する素材が望ましい。次に、この細孔に音響イ
ンピーダンスの小さな樹脂材料を流し込み、スキージ（へら）などを用いて細孔内部の空
気を完全に追い出しながら、内部に樹脂を充填する（Ｓ１４０４）。
【００３９】
　この素材を乾燥または、反応などによって固化させることにより５ＭＨｚで効果的に反
射波を低減させるバッキング部材を得ることができる（Ｓ１４０５）。
【００４０】
　（実施の形態４）　
　本実施の形態４にかかるバッキング層４を実現する為の別の手段は、ナノインプリント
技術などに用いられる精密型を用いて、所定のパターンに微細加工された型を樹脂に型押
しする技術である。これにより、口径が２５０μｍ以下となるような溝または細孔を基板
上に形成させることで、実施の形態４のバッキング層４が得られる。図１４Ｂは、ナノイ
ンプリント技術などに用いられる精密型を用いた型押しによりバッキング層を形成する場
合の形成手順を示すフローチャートである。具体的には、まず、所定のパターンに微細加
工された型を樹脂に型押しし、基板上に溝又は細孔を形成する（Ｓ１４１１）。
【００４１】
　本手段においても、実施の形態３と同様の理由から、必ずしも口径が２５０μｍ以下で
ある必要はない。このときのパターンは、音波の伝達する波導路は凸部で形成されなけれ
ばならない。
【００４２】
　さらに、ここで得られた溝または細孔に金属などの音響インピーダンスの高いペースト
をスキージなどで細孔内部の空気を完全に追い出しながら、内部に充填する（Ｓ１４１２
）。
【００４３】
　この素材を乾燥または、反応などによって固化させることにより５ＭＨｚで効果的に反
射波を低減させるバッキング部材を得ることができる（Ｓ１４１３）。
【００４４】
　（実施の形態５）
　図１２は、音響管としてマイクロカプセルを用いる場合のバッキング層の形成方法を示
す図である。図１２（ａ）は、円筒形のマイクロカプセルを混合した樹脂を押し出し成型
する方法を示す図である。図１２（ｂ）は、ＣＶＤにより基板上に柱状結晶を成長させる
方法を示す図である。図１４Ｃは、円筒型のマイクロカプセルを音響管として用いたバッ
キング層を形成する場合の形成手順を示すフローチャートである。ここでは、ＣＶＤ（Ch
emical Vapor Deposition）法、またはカーボンナノチューブなどを用いて、柱状結晶の
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長さをコントロールしながら、結晶を成長させるものとする。あるいは、このように長さ
をコントロールしたカーボン繊維またはカーボンナノチューブを核として、マイクロバル
ーンを形成するとしてもよい。
【００４５】
　本実施の形態５にかかるバッキング層４を実現するためには、実施の形態２に基づき、
４５．５μｍを単位長さ"１"として、最大９倍の長さとなるように成長、または切断して
作製した単繊維またはフィブリル状の物質を核として、Ｓｉなどを有する金属アルコキシ
ドを水／油系の溶液内で加水分解、縮重合反応させ（ゾル－ゲル反応）生成される柱状の
多孔質物質を焼成することで得られる円筒形のマイクロカプセルを形成する（Ｓ１４２１
）。形成したマイクロカプセルを所定の配合率で樹脂に添加し、押し出し成型する（Ｓ１
４２２）。押し出し成型された樹脂を、押し出し方向と垂直にカッティングすることで得
られる部材をバッキングとして用いる（Ｓ１４２３）。図１２（ａ）に示すように、マイ
クロカプセルが混合された樹脂を押し出し成型することにより、円筒形のマイクロカプセ
ルに対して、樹脂の流れ方向に長手方向を向けて揃えるような作用が働く。従って、図１
２（ａ）の左図のように、切断面が流れ方向と垂直になるように押し出し成型された樹脂
基板をカッティングすることにより、口径を揃えつつ、深さの異なる音響管を基板の表面
部に表出することができる。また、マイクロカプセルの代わりに、基板上に柱状結晶を成
長させ、得られた柱状結晶の間を樹脂で埋めて、反射層を形成することにより、柱状結晶
の部分を音響管５とするバッキング層４を形成することができる。ＣＶＣなどによって柱
状結晶を成長させることにより、柱状結晶の長さをコントロールすることができるので、
精度よく実施の形態２に基づいて配列された音響管５を形成することができる。
【００４６】
　また、溝または孔を切削することで本実施の形態にかかるバッキング層を実現してもよ
い。さらに、樹脂層内に配置された球状のマイクロバルーン粒子が、樹脂層を積層するこ
とによって、音響管５の長手方向に対応して積層方向に、連続的に配置されるよう形成す
るとしても同様の効果を期待できる。図１３は、球状のマイクロバルーンを用いる場合の
バッキング層４の形成方法を示す図である。まず、あらかじめ定めた異なる割合で球状の
マイクロバルーンが均一に混合された樹脂を用いて、複数種類の樹脂層を形成する。この
ように形成された混合密度の異なる樹脂層を、所定の順に積層し、積層方向にマイクロバ
ルーンが音響管５の長さに連続するように配置する。これによって、図１３に示すような
、樹脂層が積層されてなるバッキング層４を形成することができる。
【００４７】
　なお上記実施の形態では、各音響管の断面形状が四角形または円形である場合を典型例
として説明したが、各音響管の断面は、楕円形、三角形および六角形など、どのような形
状であってもよい。
【００４８】
　以上のような配置の音響管５を用いることによって、バッキング層４での反射波を減衰
させることができ、超音波探触子の感度を上げることができる。また、複数の音響管を利
用して、熱を外部に逃がすことができるので、バッキング層４の内部の熱を放熱すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明は、バッキング層での反射波を低減し、受信超音波信号の感度を向上させること
に加え、薄型化を図り、薄型化に伴う低コスト化を実現する超音波探触子として利用可能
である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　圧電振動子
　２　　整合層
　３　　音響レンズ
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　４　　バッキング層
　５　　音響管 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(11) JP WO2010/143387 A1 2010.12.16

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(12) JP WO2010/143387 A1 2010.12.16

【図１２】 【図１３】

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月16日(2011.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断に用いられる超音波探触子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、超音波探触子および超音波診断装置の外観の一例を示す図である。図１（ａ）
に示すように、超音波探触子は、超音波診断装置にケーブルで接続されており、図中の矢
印方向に超音波を送信し、生体で反射された矢印と逆方向の反射波を受信する。図１（ｂ
）に示すように、超音波診断装置は、超音波探触子で受信された反射波を画像解析し、解
析によって得られた生体内部の画像をモニタに表示する。
【０００３】
　このような超音波探触子において、圧電振動子から超音波を送信する際、振動子の前面
のみならず、背面にも超音波が放射される。
【０００４】
　ここで、従来の超音波探触子の一例について、図を用いて説明する。図２は、従来の超
音波探触子の構成を示す縦断面図である。図２の上方から、音響レンズ３、整合層２、圧
電振動子１、バッキング層４と積層された構造がとられている。
【０００５】
　一般的な超音波装置では、圧電振動子１から発信された超音波が整合層２、音響レンズ
３を通り、生体に放射される。この結果、生体内で反射した超音波が往路と逆のルートを
辿り、再び圧電振動子１にて受信され、その受信強度や応答時間に即した信号が濃淡にな
って映像化される。
【０００６】
　一方、冒頭で述べたように、圧電振動子１からは、前面と逆の位相の超音波が同時に背
面へ放射される。圧電振動子１の背面に放射された超音波は、バッキング層４で減衰され
る。ところが、バッキング層４が背面に放射された超音波を減衰するに十分な損失を持た
ない素材で構成されている場合には、逆位相の超音波が、バッキング層４内で反射し、圧
電振動子１側へ戻ることがある。
【０００７】
　このような反射波の影響で、受信した超音波信号にノイズが重畳し、超音波診断装置の
超音波解像度が劣化してしまう現象が起きる。
【０００８】
　一般には、背面に出力された超音波が、十分な減衰を得られるだけの内部損失と距離を
有した素材をバッキング層４に配置することで、超音波診断装置の超音波解像度を保って
いる。ただし、この従来手法では、バッキング層そのものが厚くなってしまうという欠点
があった。
【０００９】
　また、特許文献１では、バッキング層４の厚みを小さくするために、バッキング層４の
背面に放熱ブロックを配置することで、圧電振動子１の背面に出力された超音波を減衰さ
せている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１０】
【特許文献１】国際公開第２００６／０６２１６４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の構成では、バッキング層４の厚みがどうしても大きくなるという
課題が生じる。また、バッキング層４の厚みを小さくするために、バッキング層４の背面
に放熱ブロックを設けたとしても、バッキング層４に加え、放熱ブロックが必要となるた
め、超音波を減衰させるための構成全体の厚みを小さくすることは困難である。更に、放
熱ブロックを用いる場合には、バッキング層とは別の部材が必要となるため、超音波探触
子を製造する際のコストが増加するという課題が生じる。
【００１２】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、圧電振動子から背面に放射された超音波
をバッキング層で効果的に減衰させると共に、背面から振動子側に戻る反射波を低減させ
て、感度のよい超音波探触子を実現することに加え、バッキング層の厚さを従来よりも大
幅に低減させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記従来の課題を解決するために、本発明にかかる超音波探触子は、超音波を発する振
動素子と、前記振動素子の背面に接合され、前記振動素子の前面方向とは逆の位相で前記
振動素子の背面方向に放射された超音波を減衰するバッキング部材とを備え、前記バッキ
ング部材には、音波の重ね合わせの原理に基づく長さの異なる複数の音響管が、各前記音
響管の長手方向が、前記振動素子から発せられる超音波の前面方向および背面方向への進
行方向と一致する向きに配置され、前記音響管は、前記振動素子が前記バッキング部材側
に放射した超音波を、全体的にまたは部分的に減衰する。
【００１４】
　本発明にかかる超音波探触子によれば、圧電振動子の背面に設けられたバッキング層に
は、放射される超音波の波長に対して、十分に短い幅（少なくとも半波長以下）の音響管
がひとつまたは複数設けられている。この音響管の長さは、入射波と反射波が干渉して打
ち消し合うように、放射される超音波の波長に応じて設定される。
【００１５】
　上記構成によって、圧電振動子の背面から出力され、バッキング層の終端で反射して戻
ってくる反射波を音響管で打ち消すことによって、ノイズを効果的に低減することができ
、発熱を抑制し、受信信号に影響を及ぼさず、かつ、バッキング層の薄型化した超音波探
触子を実現することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかる超音波探触子によれば、バッキング層の終端で反射して戻ってくる反射
波を打ち消すことによって、効果的に反射波を低減し、ノイズの無い良好な超音波画像を
得ることができる。
【００１７】
　また、構造的にバッキング層を薄くすることができるため、素材に伴うコストの低減と
、デバイスの薄型化が図られる。さらに、発熱を抑えることができるため、より強い出力
が可能となり、それに伴い見かけの感度が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１（ａ）（ｂ）は、超音波探触子および超音波診断装置の外観の一例を示す図
である。
【図２】図２は、従来の超音波探触子の断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１における単一の音響管を有するバッキング層を備
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えた超音波探触子の断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態２における複数の音響管を有するバッキング層を備
えた超音波探触子の断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２における平方剰余系列に基づいて配列された音響
管を備えるバッキング層の一例を示す断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態２における原始根系列に基づいて配列された音響管
を備えるバッキング層の一例を示す断面図である。
【図７】図７は、バッキング層に音響管を備える場合と備えない場合とで雑音の振幅変化
を比較した図である。
【図８】図８（ａ）～（ｄ）は、一次元の音響管の立体的構造を示す斜視図および三面図
である。
【図９】図９（ａ）～（ｄ）は、二次元の音響管の立体的構造を示す斜視図および三面図
である。
【図１０】図１０（ａ）（ｂ）は、バッキング層に形成された音響管の開口部がある面の
他の層との接合方向を示す断面図である。
【図１１】図１１は、圧電振動子のダイシング方向とバッキング層に形成される一次元音
響管の形成方向との関係を示す図である。
【図１２】図１２（ａ）（ｂ）は、音響管としてマイクロカプセルを用いる場合のバッキ
ング層の形成方法を示す図である。
【図１３】図１３は、球状のマイクロバルーンを用いる場合のバッキング層の形成方法を
示す図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、スクリーン印刷を利用したバッキング層の形成手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、ナノインプリント技術などに用いられる精密型を用いた型押し
によりバッキング層を形成する場合の形成手順を示すフローチャートである。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、円筒型のマイクロカプセルを音響管として用いたバッキング層
を形成する場合の形成手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　図３は、本発明の実施の形態１における超音波探触子を示す断面図である。図３に示す
ように、本実施の形態１にかかる超音波探触子は、圧電振動子１、整合層２、音響レンズ
３、およびバッキング層４を備えている。
【００２１】
　本実施の形態にかかる超音波探触子は、図３のようにバッキング層４の内部に、音響管
５が配置されている。音響管５は、圧電振動子１から放射される超音波の波長に比べて十
分に小さい幅で、直接波と反射波で超音波の打ち消しが生じるような長さに成型されてい
る。
【００２２】
　例えば、バッキング層４をエポキシ樹脂で構成した場合、圧電振動子１からｆ＝５MHz
の超音波が放射されたとすれば、バッキング層４での波長λは式１で求めることができる
。
【００２３】
【数１】

【００２４】
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　エポキシ樹脂内の音速ｃ＝５０００ｍ/ｓとすれば、超音波の波長はλ＝１０００μｍ
となる。これに対し、音響管５の長さLnが２５０μｍであれば、反射波の位相が１／４ず
れて、打消しが生じる。また、この場合、音響管５の幅ｗは、音波の直進性を維持するた
め、ｗ＜Lnにする必要がある。
【００２５】
　以上のような音響管５を用いたバッキング層４では、圧電振動子１から背面に放射され
る超音波を減衰させ、前面の超音波のみを受信できるため、超音波信号の感度が上がり、
良好な画像を得ることができる。
【００２６】
　（実施の形態２）
　図４は、本発明の実施の形態２におけるバッキング層４の断面図である。バッキング層
４の内部には、複数の音響管５が配置されている。
【００２７】
　図５は、実施の形態２における音響管５の配列の一例を示す断面図である。同図では、
音響管５が平方剰余系列に基づいて配列されたバッキング層の一例を示している。各音響
管の長さLnは、以下の式２に示す１次元の平方剰余系列によって定められている。
【００２８】
【数２】

【００２９】
　ここで、ｃは音速、Nは素数、ｎは０～（N－１）まで変化する整数、ωｒは任意の設計
周波数である。たとえば、エポキシ樹脂内での音速ｃ＝５０００ｍ／ｓ、N＝１１、ωｒ
＝５MHzに仮定すると、各音響管５の長さは、４５．５μｍを単位長さ"１"として、それ
ぞれ１、４、９、５、３、３、５、９、４、１、０という長さになる。
【００３０】
　音響管５をこのような配列で配置したものは、隣り合う音響管５の入口付近で位相の不
連続が生じるため、広帯域の音波を吸音および拡散させることが知られており、バッキン
グ層４の内部での反射波を低減させることができる。複数の音響管５をこのように配置し
た場合の効果の一例を図７に示す。図７は、バッキング層に音響管を備える場合と備えな
い場合とで雑音の振幅変化を比較した図である。
【００３１】
　また、各音響管５の長さLnは、以下の式３に示す原始根系列でも、同様の効果を得るこ
とができる。
【００３２】
【数３】

【００３３】
　ここで、ｃは音速、Ｎは素数、ｎは０～（Ｎ－１）まで変化する整数、ｒはＮの原始根
、ωｒは任意の設計周波数である。図６は、Ｎ＝１１、ｒ＝２の場合の音響管５の配列の
一例を示す断面図である。同図では、音響管５が原始根系列に基づいて配列されたバッキ
ング層の一例を示している。なお、図５および図６に示した音響管５の配列は、一次元の
配列に限らず、二次元の配列であってもよい。図８は、一次元の音響管の立体的構造を示
す斜視図および三面図である。図８（ａ）は、図５に示した配列で一次元の音響管５が形
成されたバッキング層４を示す斜視図である。例えば、図８（ｂ）に示すように、バッキ
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ング層４には、横方向に平行な溝が形成される。溝の深さは、縦方向に順に、１、４、９
、５、３、３、５、９、４、１、０の深さの順で形成される。図８（ｃ）に正面図で示す
ように、それぞれ単一の溝は深さが均一な溝である。これを溝の長手方向に対して垂直な
面で切断したとすると、図８（ｄ）のように、それぞれの溝の深さは平方剰余系列で配列
されている。
【００３４】
　図９は、二次元の音響管の立体的構造を示す斜視図および三面図である。図９（ａ）は
、二次元の音響管５が形成されたバッキング層４を示す斜視図である。例えば、図９（ｂ
）に示すように、バッキング層４には、縦横の二次元方向にまちまちの深さで溝が形成さ
れる。ｃ＝５０００ｍ／ｓ、N＝７、ωｒ＝５MHzの場合、溝の深さは、７１．５μｍを単
位長さとして、整数倍の深さで形成される。図９（ｃ）および図９（ｄ）で示すように、
断面垂直方向から見ても水平方向から見ても、溝の深さが所定のパターンで繰り返される
よう配列されている。
【００３５】
　図１０は、バッキング層に形成された音響管の開口部を有する面と圧電振動子１との接
合方向を示す断面図である。図１０（ａ）は、バッキング層４の音響管５の開口部がない
方の面が、圧電振動子１の層に接合される例を示している。また、図１０（ｂ）は、バッ
キング層４の音響管５の開口部がある方の面が、圧電振動子１の層に接合される例を示し
ている。音響管５により、バッキング層４の終端で反射して戻ってくる反射波を打ち消す
場合、音響管５の開口部を有する面は、圧電振動子１に対してどちら側にあってもよく、
図１０（ａ）のように形成されてもよいし、図１０（ｂ）のように形成されてもよい。
【００３６】
　図１１は、圧電振動子のダイシング方向とバッキング層に形成される一次元音響管の形
成方向との関係を示す図である。同図に示すように、バッキング層４に一次元の音響管５
を形成する場合、圧電振動子１のダイシング方向と、音響管５の溝の長手方向とが直交す
るように音響管５を形成することにより、１ｃｈ分の圧電振動子に、より多くの長さが異
なる音響管が作用することになるので、バッキング層４において反射波をより効果的に低
減することができる。
【００３７】
　（実施の形態３）
　本実施の形態３にかかるバッキング層４を実現する為に、実施の形態１に基づき、基板
上に２５０μｍの起伏を精密印刷によって形成する。これにおいて、音響管の長手方向は
、印刷されるインクの厚み方向に相当する。図１４Ａは、スクリーン印刷を利用したバッ
キング層の形成手順を示すフローチャートである。具体的には、まず、２５０μｍの乾燥
厚みが得られるように調整されたスクリーン印刷用マスクを基板上に形成する（Ｓ１４０
１）。次に、所定のパターンを印刷するためのレジストを形成し（Ｓ１４０２）、金属を
用いた導電ペーストなどのインピーダンスの高い材料をペーストとして流し込み、印刷を
行う（Ｓ１４０３）。これにより、基板上に細孔を形成する。なお、ここでは、印刷され
るペーストの厚みは、２５０μｍ以下を保つようにすることが必要であり、前記条件によ
り音波の細孔への直進性が良好となり、高い効果が得られる。ただし、２５０μｍを超え
た時点で効果が急にゼロになるわけではないため、所望の効果が得られていれば、必ずし
も全てが２５０μｍ以下という精度を保っている必要はない。
【００３８】
　被印刷体である基板部分は音波の反射を容易にするため、印刷に用いた導電ペーストと
同等かそれに近い音響インピーダンスを有する素材が望ましい。次に、この細孔に音響イ
ンピーダンスの小さな樹脂材料を流し込み、スキージ（へら）などを用いて細孔内部の空
気を完全に追い出しながら、内部に樹脂を充填する（Ｓ１４０４）。
【００３９】
　この素材を乾燥または、反応などによって固化させることにより５ＭＨｚで効果的に反
射波を低減させるバッキング部材を得ることができる（Ｓ１４０５）。
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【００４０】
　（実施の形態４）　
　本実施の形態４にかかるバッキング層４を実現する為の別の手段は、ナノインプリント
技術などに用いられる精密型を用いて、所定のパターンに微細加工された型を樹脂に型押
しする技術である。これにより、口径が２５０μｍ以下となるような溝または細孔を基板
上に形成させることで、実施の形態４のバッキング層４が得られる。図１４Ｂは、ナノイ
ンプリント技術などに用いられる精密型を用いた型押しによりバッキング層を形成する場
合の形成手順を示すフローチャートである。具体的には、まず、所定のパターンに微細加
工された型を樹脂に型押しし、基板上に溝又は細孔を形成する（Ｓ１４１１）。
【００４１】
　本手段においても、実施の形態３と同様の理由から、必ずしも口径が２５０μｍ以下で
ある必要はない。このときのパターンは、音波の伝達する波導路は凸部で形成されなけれ
ばならない。
【００４２】
　さらに、ここで得られた溝または細孔に金属などの音響インピーダンスの高いペースト
をスキージなどで細孔内部の空気を完全に追い出しながら、内部に充填する（Ｓ１４１２
）。
【００４３】
　この素材を乾燥または、反応などによって固化させることにより５ＭＨｚで効果的に反
射波を低減させるバッキング部材を得ることができる（Ｓ１４１３）。
【００４４】
　（実施の形態５）
　図１２は、音響管としてマイクロカプセルを用いる場合のバッキング層の形成方法を示
す図である。図１２（ａ）は、円筒形のマイクロカプセルを混合した樹脂を押し出し成型
する方法を示す図である。図１２（ｂ）は、ＣＶＤにより基板上に柱状結晶を成長させる
方法を示す図である。図１４Ｃは、円筒型のマイクロカプセルを音響管として用いたバッ
キング層を形成する場合の形成手順を示すフローチャートである。ここでは、ＣＶＤ（Ch
emical Vapor Deposition）法、またはカーボンナノチューブなどを用いて、柱状結晶の
長さをコントロールしながら、結晶を成長させるものとする。あるいは、このように長さ
をコントロールしたカーボン繊維またはカーボンナノチューブを核として、マイクロバル
ーンを形成するとしてもよい。
【００４５】
　本実施の形態５にかかるバッキング層４を実現するためには、実施の形態２に基づき、
４５．５μｍを単位長さ"１"として、最大９倍の長さとなるように成長、または切断して
作製した単繊維またはフィブリル状の物質を核として、Ｓｉなどを有する金属アルコキシ
ドを水／油系の溶液内で加水分解、縮重合反応させ（ゾル－ゲル反応）生成される柱状の
多孔質物質を焼成することで得られる円筒形のマイクロカプセルを形成する（Ｓ１４２１
）。形成したマイクロカプセルを所定の配合率で樹脂に添加し、押し出し成型する（Ｓ１
４２２）。押し出し成型された樹脂を、押し出し方向と垂直にカッティングすることで得
られる部材をバッキングとして用いる（Ｓ１４２３）。図１２（ａ）に示すように、マイ
クロカプセルが混合された樹脂を押し出し成型することにより、円筒形のマイクロカプセ
ルに対して、樹脂の流れ方向に長手方向を向けて揃えるような作用が働く。従って、図１
２（ａ）の左図のように、切断面が流れ方向と垂直になるように押し出し成型された樹脂
基板をカッティングすることにより、口径を揃えつつ、深さの異なる音響管を基板の表面
部に表出することができる。また、マイクロカプセルの代わりに、基板上に柱状結晶を成
長させ、得られた柱状結晶の間を樹脂で埋めて、反射層を形成することにより、柱状結晶
の部分を音響管５とするバッキング層４を形成することができる。ＣＶＣなどによって柱
状結晶を成長させることにより、柱状結晶の長さをコントロールすることができるので、
精度よく実施の形態２に基づいて配列された音響管５を形成することができる。
【００４６】
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　また、溝または孔を切削することで本実施の形態にかかるバッキング層を実現してもよ
い。さらに、樹脂層内に配置された球状のマイクロバルーン粒子が、樹脂層を積層するこ
とによって、音響管５の長手方向に対応して積層方向に、連続的に配置されるよう形成す
るとしても同様の効果を期待できる。図１３は、球状のマイクロバルーンを用いる場合の
バッキング層４の形成方法を示す図である。まず、あらかじめ定めた異なる割合で球状の
マイクロバルーンが均一に混合された樹脂を用いて、複数種類の樹脂層を形成する。この
ように形成された混合密度の異なる樹脂層を、所定の順に積層し、積層方向にマイクロバ
ルーンが音響管５の長さに連続するように配置する。これによって、図１３に示すような
、樹脂層が積層されてなるバッキング層４を形成することができる。
【００４７】
　なお上記実施の形態では、各音響管の断面形状が四角形または円形である場合を典型例
として説明したが、各音響管の断面は、楕円形、三角形および六角形など、どのような形
状であってもよい。
【００４８】
　以上のような配置の音響管５を用いることによって、バッキング層４での反射波を減衰
させることができ、超音波探触子の感度を上げることができる。また、複数の音響管を利
用して、熱を外部に逃がすことができるので、バッキング層４の内部の熱を放熱すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明は、バッキング層での反射波を低減し、受信超音波信号の感度を向上させること
に加え、薄型化を図り、薄型化に伴う低コスト化を実現する超音波探触子として利用可能
である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　圧電振動子
　２　　整合層
　３　　音響レンズ
　４　　バッキング層
　５　　音響管 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を発する振動素子と、
　前記振動素子の背面に接合され、前記振動素子の前面方向とは逆の位相で前記振動素子
の背面方向に放射された超音波を減衰するバッキング部材とを備え、
　前記バッキング部材には、音波の重ね合わせの原理に基づく長さの異なる複数の音響管
が、各前記音響管の長手方向が、前記振動素子から発せられる超音波の前面方向および背
面方向への進行方向と一致する向きに配置され、
　前記音響管は、前記振動素子が前記バッキング部材側に放射した超音波を、全体的にま
たは部分的に減衰する
　超音波探触子。
【請求項２】
　前記バッキング部材は、前記音響管に代えて、前記音響管に準ずる反射構造体を備える
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項３】
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　前記音響管は、前記バッキング部材と他層との接合面上の直線方向に、整数ｎの順に並
ぶよう配列され、
　音速をｃ、素数をＮ、０～（N－１）まで変化する整数をｎ、任意の設計周波数をωｒ
として、各音響管の長さLnが、
【数１】

を満たすように配置されている
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項４】
　前記音響管は、前記バッキング部材と他層との接合面上の直線方向に、整数ｎの順に並
ぶよう配列され、
　音速をｃ、素数をＮ、０～（Ｎ－１）まで変化する整数をｎ、Ｎの原始根をｒ、任意の
設計周波数をωｒとして、各音響管の長さLnが、
【数２】

　を満たすように配置されている
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項５】
　前記バッキング部材は、
　複数のマイクロカプセルと、硬化性の高分子樹脂とから構成され、
　前記音響管に準ずる反射構造体は、前記高分子樹脂中に分布した前記複数のマイクロカ
プセルで構成される
　請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項６】
　前記マイクロカプセルは、所定の長さを有する単繊維のファイバを基材とし、ゾルーゲ
ル反応によって外骨格を付与した球形もしくは、円筒形の素材である
　請求項５に記載の超音波探触子。
【請求項７】
　前記マイクロカプセルは、円筒形の素材であり、
　前記音響管に準ずる反射構造体は、前記マイクロカプセルが円筒形の長手方向を一方向
に揃えて配置されている
　請求項５または請求項６に記載の超音波探触子。
【請求項８】
　請求項１に記載の超音波探触子を備える超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波探触子に用いるバッキング部材の生成方法であって、
　複数のマイクロカプセルと硬化性の高分子樹脂との混和物を、前記マイクロカプセルの
添加率を変えて複数生成し、
　添加率の異なる複数の前記混和物からなる樹脂層を積層した後、所定の形に硬化成型す
ることにより前記バッキング部材を生成する
　生成方法。
【請求項１０】
　前記マイクロカプセルを、所定の長さを有する単繊維のファイバを基材とし、ゾル－ゲ
ル反応により外骨格を付与した球形、もしくは、円筒形の素材として生成する
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　請求項９に記載の生成方法。
【請求項１１】
　超音波探触子に用いるバッキング部材の生成方法であって、
　複数のマイクロカプセルと硬化性の高分子樹脂との混和物を生成し、
　前記混和物を押し出し成型することにより、カプセルの長手方向を一方向に揃えて硬化
させることにより前記バッキング部材を生成する
　生成方法。
【請求項１２】
　前記マイクロカプセルを、所定の長さを有する単繊維のファイバを基材とし、ゾル－ゲ
ル反応により外骨格を付与した円筒形の素材として生成する
　請求項１１に記載の生成方法。
【請求項１３】
　前記マイクロカプセルは、長手方向の長さが２種類以上ある
　請求項１２に記載の生成方法。 
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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